
島本町障害者グループホーム開設支援事業補助金交付要綱 

 

（平成２６年 ４ 月２５日） 

最近改正 令和 ８ 年 ４ 月 １ 日  

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、町内におけるグループホームの設置を促進し、障害者の自立し

た生活の場の確保を図るため、グループホームを開設する団体に対して予算の範囲

内において開設に係る費用の一部を補助することについて、島本町補助金交付規則

（昭和４５年島本町規則第４号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものと

する。 

（定義） 

第２条 この要綱において「グループホーム」とは、障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５条第１５項に規

定する共同生活援助を行う住居をいう。 

（補助対象団体） 

第３条 補助金の交付の対象とする団体は、次に掲げる要件を全て満たす団体とする。 

⑴ 共同生活援助に係る事業者指定を受け、島本町内においてグループホームを新

設し、又は増設（以下「開設」という。）する法人であること。 

⑵ 開設するグループホームの入居定員のうち、本町が支給決定を行う入居者（以

下「町支給決定者」という。）の割合が２分の１以上（１人未満の端数があると

きは、その端数を切り上げる。）であること（第６条第１項の規定による申請を

する時点で町支給決定者の割合が未定の場合にあっては、入居定員の２分の１以

上を町支給決定者の利用に供することを予定するものであること。この場合にお

いて、体験入居のための使用は、町支給決定者の利用とみなす。）。 

⑶ 同一年度において、この要綱による補助金の交付を受けていないこと。 

（補助対象経費及び補助金額） 

第４条 補助対象経費及び補助金額は、別表のとおりとする。 

（事前協議） 

第５条 補助金の交付を受けようとする団体（以下「申請者」という。）は、事前に

町長に協議しなければならない。 

（補助金の交付申請及び交付決定） 

第６条 申請者は、障害者グループホーム開設支援事業補助金交付申請書（様式第１

号）に次に掲げる書類を添えて、事業の実施前に町長に申請しなければならない。 

⑴ 事業計画書（様式第２号） 

⑵ 収支予算書（様式第３号） 

⑶ その他町長が必要と認める書類 

２ 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査の上、補助金

の交付の可否及び補助金額を決定し、障害者グループホーム開設支援事業補助金交

付（不交付）決定通知書（様式第４号）により申請者に通知するものとする。 

（事業の変更等） 

第７条 補助金の交付決定を受けた申請者は、補助事業を変更し、又は中止しようと



するときは、補助事業変更（中止）承認申請書（様式第５号）に町長が必要と認め

る書類を添えて、速やかに町長に申請しなければならない。 

２ 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査の上、変更又

は中止の可否を決定し、補助事業変更（中止）承認（不承認）決定通知書（様式第

６号）により申請者に通知する。 

（実績報告及び補助金の交付） 

第８条 補助金の交付決定を受けた申請者は、補助事業の完了後、障害者グループホ

ーム開設支援事業補助金実績報告書（様式第７号）に次に掲げる書類を添えて、町

長に提出しなければならない。 

⑴ 事業報告書（様式第８号） 

⑵ 収支決算書（様式第９号） 

⑶ その他町長が必要と認める書類 

２ 町長は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を審査の上、適当と認

めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、障害者グループホーム開設支援事業

補助金確定通知書（様式第１０号）により申請者に通知するものとする。 

３ 前項の通知を受けた申請者は、障害者グループホーム開設支援事業補助金交付請

求書（様式第１１号）を町長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。 

（財産の処分の制限等） 

第９条 補助金により取得した財産は、補助金の交付の目的に従って運用を図るもの

とし、町長の承認を受けないで、その目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し

付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。 

２ 補助金の交付を受けた申請者は、補助対象となったグループホームを５年以上継

続して運営しなければならない。 

（帳簿等の整備） 

第１０条 補助金の交付を受けた申請者は、費用の収支その他事業に関する事項を明

らかにする書類及び帳簿を整備し、補助事業が完了した日の翌日から起算して５年

間保存しなければならない。 

（指示及び検査） 

第１１条 町長は、補助金を交付した申請者に対し、随時、当該補助金の使用につい

て必要な指示をし、又は検査をすることができる。 

（補助金の取消し及び返還） 

第１２条 町長は、補助金の交付を受けた申請者が次の各号のいずれかに該当すると

きは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又

は一部を返還させることができる。 

⑴ この要綱の規定に違反したとき。 

⑵ 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

⑶ 補助金を目的外又は不当に使用したと認められるとき。 

⑷ 補助金の全部又は一部を使用しなかったとき。 

⑸ 町長の承認を受けずに事業を変更し、又は中止したとき。 

⑹ 補助金の交付の条件に違反したとき。 

⑺ 前条に規定する指示又は検査に従わなかったとき。 

（その他） 



第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成２６年４月２５日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

  



別表（第４条関係） 

補助対象経費 

補助対象経費は、グループホームの開設に要する次に掲げる費用

のうち、町長が適当と認めた経費とする。ただし、国その他の団

体又は個人からの助成金・寄付金等の収入は控除する。 

⑴ 改修費 既存の建物の改修又は増築に要する費用 

⑵ 建設・購入費 建物の新築又は購入に要する費用（土地の購

入費用を含む） 

⑶ 設備費 入居者の共同生活に必要な共用設備その他安全確

保に必要な設備の設置費用 

⑷ 備品購入費 入居者の共同生活に必要な共用備品、支援員の

宿泊又は体験入居に必要な寝具等の備品、その他安全確保に必

要な備品の購入費用 

⑸ 借上初期費用 土地又は建物の借上げに要する保証金、敷

金、礼金等のうち町長が必要と認めた費用（契約上、退去時に

貸主から返還される費用を除く。） 

補 助 対 象 外 

経 費 

次に掲げる費用は、補助の対象外とする。 

⑴ マンション等の共同住宅の共有部分の改修に係る費用 

⑵ その他町長が補助対象経費として適当でないと認める費用 

補 助 基 準 額 ５０万円に入居定員を乗じた額 

補 助 基 本 額 補助基準額と補助対象経費の実支出額のうち低い方の額 

補 助 限 度 額 ７５０万円 

補 助 金 額 
補助基本額と補助限度額のうち低い方の額（千円未満の端数は、

切捨て） 

  



様式第１号（第６条関係） 

障害者グループホーム開設支援事業補助金交付申請書 

 

年  月  日 

 

所在地                   

申請者（設置主体） 名 称                   

代表者                   

 

島本町長  様 

 

次のとおり、島本町障害者グループホーム開設支援事業補助金の交付を受けたいので、島

本町障害者グループホーム開設支援事業補助金交付要綱第６条第１項の規定により、関係書

類を添えて申請します。 

補助金交付申請額 金        円 

添 付 資 料 

□ 事業計画書（様式第２号） 

□ 収支予算書（様式第３号） 

□ その他町長が必要と認める書類 

  



様式第２号（第６条関係） 

事業計画書 

１ 設置主体の状況 

法 人 名  代 表 者 氏 名  

所 在 地  

本事業の担当者 （氏名）         （連絡先） 

主 な 実 施 事 業  

 

２ 開設するグループホームの状況 

設 置 区 分 □新設・□増設（□サテライト型住居の設置） 

名 称 （事業所名）       （当該住居の名称） 

所 在 地  

事 業 目 的  

事 業 種 別 □介護サービス包括型・□外部サービス利用型 

利 用 対 象 者 
□身体・□知的・□精神・□難病・□特定なし 

※その他の要件（                     ） 

利 用 定 員 人 
内 訳 

（予定） 

島本町の支給決定を受けた入居者 人 

そ の 他 の 入 居 者 人 

運営ｽﾀｯﾌ（予定） 

管 理 者   人（氏名：              ） 

ｻｰﾋﾞｽ管理責任者   人（氏名：              ） 

生 活 支 援 員   人（氏名：              ） 

世 話 人   人（氏名：              ） 

開 設 予 定 日 年 月 日 

事業着手予定時期 年 月 日 事業完了予定時期 年 月 日 

指定手続の状況  

地域への説明状況  

 

３ 施設整備の状況 

整 備 方 法 □改修・□建設・□購入・□借上げ 

建 物 の 構 造 造  階建て 

面 積 敷地面積   ㎡、建築面積   ㎡、延床面積   ㎡ 

所 有 ・ 使 用 形 態 

（予定を含む。） 

(建物) □自己所有・□借家（所有者：           ） 

(土地) □自己所有・□借地（所有者：           ） 

借上げ・購入の予定

時 期 （ 期 間 ） 

借上げ （契約予定日）      （期間） 

購 入 （契約予定日） 

対 象 工 事 の 内 容  

設置する対象設備 ※別紙明細書のとおり 

購入する対象備品 ※別紙明細書のとおり 

  



様式第３号（第６条関係） 

収支予算書 

１ 収入 

区分 金額 明細 

町補助金  島本町障害者ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ開設支援事業補助金 

そ

の

他 

国・府補助金   

その他の助成金・寄付金   

（その他収入計）   

法人の自己資金   

（収入計）   

 

２ 支出 

区分 金額 明細 

補

助

対

象

経

費 

改修費   

建物の建設費   

土地・建物の購入費   

設備費  ※別紙明細書のとおり 

備品購入費  ※別紙明細書のとおり 

借上初期費用  ※別紙明細書のとおり 

（小計Ａ）   

対

象

外

経

費 

マンション等の共有部

分の改修費用 

  

その他 
  

（小計Ｂ）   

（支出計）   

 

３ 補助金計算表 

区分 金額 備考 

①補助対象経費  支出小計Ａの金額 

②他の補助金等の収入  その他収入計の金額 

③補助基準額  50 万円×入居定員 

④補助基本額  （①－②）と③のうち低い方の額 

⑤補助限度額 7,500,000 円  

⑥補助金交付申請額  
④と⑤のうち低い方の額 

（千円未満の端数切捨て） 

  



（別紙） 

① 設備費の明細書 

区分 名称 単価 数量 金額 用途・設置場所 

入居者の共同生活

に必要な共用設備 

     

     

     

     

     

     

その他安全確保に

必要な設備 

（消防・防犯・防災・

バリアフリー化等） 

     

     

     

     

     

     

 

② 備品購入費の明細書 

区分 名称 単価 数量 金額 用途・設置場所 

入居者の共同生活

に必要な共用備品 

     

     

     

     

     

     

支援員の宿泊又は

体験入居に必要な

寝具等の備品 

     

     

     

     

その他安全確保に

必要な備品 

（消防・防犯・防災・

バリアフリー化等） 

     

     

     

     

     

     

 

③ 借上初期費用の明細書 

区分 内容 金額 退去時の返還額 

    

    

    

  



様式第４号（第６条関係） 

障害者グループホーム開設支援事業補助金交付（不交付）決定通知書 

第     号 

年  月  日 

 

申請者           様 

 

島本町長             ㊞ 

 

     年  月  日付けで交付申請のあった島本町障害者グループホーム開設支援事

業補助金について、次のとおり決定しましたので、島本町障害者グループホーム開設支援事

業補助金交付要綱第６条第２項の規定により通知します。 

対象グループホーム 
名 称  

所在地  

補助金交付の可否 □交付 ・ □不交付 

補助金交付決定額          円 

交 付 の 条 件  

不 交 付 の 理 由  

 

  



様式第５号（第７条関係） 

補助事業変更（中止）承認申請書 

年  月  日 

 

島本町長 様 

所在地                   

申請者（設置主体） 名 称                   

代表者                   

 

     年  月  日付け島本町指令  第   号で交付決定のあった島本町障害者

グループホーム開設支援事業補助金について、次のとおり補助事業の（変更・中止）を希望

しますので、島本町障害者グループホーム開設支援事業補助金交付要綱第７条第１項の規定

により申請します。 

対象グループホーム 
名 称  

所在地  

既 交 付 決 定 額          円 

変更後の補助金額          円 

変更（中止）の理由  

変 更 内 容 

変更前 変更後 

  

添 付 資 料  

 

  



様式第６号（第７条関係） 

補助事業変更（中止）承認（不承認）決定通知書 

第     号 

年  月  日 

 

申請者           様 

 

島本町長             ㊞ 

 

     年  月  日付けで申請のあった島本町障害者グループホーム開設支援事業補

助金の補助事業の（変更・中止）について、次のとおり決定しましたので、島本町障害者グ

ループホーム開設支援事業補助金交付要綱第７条第２項の規定により通知します。 

対象グループホーム 
名 称  

所在地  

変更・中止の可否 □承認 ・ □不承認 

承 認 し た 内 容 
□ 変 更  

□ 中 止  

変 更 前 の 

補助金交付決定額 
         円 

変 更 後 の 

補助金交付決定額 
         円 

交 付 の 条 件  

不 承 認 の 理 由  

  



様式第７号（第８条関係） 

障害者グループホーム開設支援事業補助金実績報告書 

年  月  日 

 

島本町長 様 

所在地                   

報告者（設置主体） 名 称                   

代表者                   

 

     年  月  日付け島本町指令  第   号で交付決定のあった島本町障害者

グループホーム開設支援事業補助金について、補助事業が完了しましたので、島本町障害者

グループホーム開設支援事業補助金交付要綱第８条第１項の規定により報告します。 

補助金交付決定額          円 

補 助 所 要 額          円 

添 付 資 料 

□ 事業報告書（様式第８号） 

□ 収支決算書（様式第９号） 

□ その他町長が必要と認める書類 

 

  



様式第８号（第８条関係） 

事業報告書 

１ 設置主体の状況 

法 人 名  代表者氏名  

所 在 地  

本事業の担当者 （氏名）          （連絡先） 

 

２ 開設するグループホームの状況 

設 置 区 分 □新設・□増設（□サテライト型住居の設置） 

名 称 （事業所名）       （当該住居の名称） 

所 在 地  

事 業 効 果  

事 業 種 別 □介護サービス包括型・□外部サービス利用型 

利 用 対 象 者 
□身体・□知的・□精神・□難病・□特定なし 

※その他の要件（                     ） 

利 用 定 員 人 
内 訳 

(実績 ) 

島本町の支給決定を受けた入居者 人  

そ の 他 の 入 居 者 人  

入 居 未 定 分 （ 空 き 定 員 ） 人  

 （うち町支給決定者の入居見込） （  人） 

 （上記のうち体験利用に供する予定の定員） （  人） 

運営ｽﾀｯﾌ（実績） 

管 理 者   人（氏名：              ） 

ｻｰﾋﾞｽ管理責任者   人（氏名：              ） 

生 活 支 援 員   人（氏名：              ） 

世 話 人   人（氏名：              ） 

開 設 日 年 月 日  

事 業 着 手 日 年 月 日 事 業 完 了 日 年 月 日 

指定手続の状況  

地域への説明状況  

 

３ 施設整備の状況 

整 備 方 法 □改修・□建設・□購入・□借上げ 

建 物 の 構 造 造  階建て 

面 積 敷地面積   ㎡、建築面積   ㎡、延床面積   ㎡ 

所 有 ・ 使 用 形 態 

（ 予 定 を 含 む ） 

(建物) □自己所有・□借家（所有者：           ） 

(土地) □自己所有・□借地（所有者：           ） 

借 上 げ ・ 購 入 の 

時 期 （ 期 間 ） 

借上げ （契約予定日）      （期間） 

購 入 （契約予定日） 

対 象 工 事 の 内 容  

設置した対象設備 ※別紙明細書のとおり 

購入した対象備品 ※別紙明細書のとおり 



様式第９号（第８条関係） 

収支決算書 

１ 収入 

区分 金額 明細 

町補助金  島本町障害者ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ開設支援事業補助金 

そ

の

他 

国・府補助金   

その他の助成金・寄付金   

（その他収入計）   

法人の自己資金   

（収入計）   

 

２ 支出 

区分 金額 明細 

補

助

対

象

経

費 

改修費   

建物の建設費   

土地・建物の購入費   

設備費  ※別紙明細書のとおり 

備品購入費  ※別紙明細書のとおり 

借上初期費用  ※別紙明細書のとおり 

（小計Ａ）   

対

象

外

経

費 

マンション等の共有部

分の改修費用 

  

その他 
  

（小計Ｂ）   

（支出計）   

 

３ 補助金計算表 

区分 金額 備考 

①補助対象経費  支出小計Ａの金額 

②他の補助金等の収入  その他収入計の金額 

③補助基準額  50 万円×入居定員 

④補助基本額  （①－②）と③のうち低い方の額 

⑤補助限度額 7,500,000 円  

⑥補助金交付申請額  
④と⑤のうち低い方の額 

（千円未満の端数切捨て） 

  



（別紙） 

① 設備費の明細書 

区分 名称 単価 数量 金額 用途・設置場所 

入居者の共同生活

に必要な共用設備 

     

     

     

     

     

     

その他安全確保に

必要な設備 

（消防・防犯・防災・

バリアフリー化等） 

     

     

     

     

     

     

 

② 備品購入費の明細書 

区分 名称 単価 数量 金額 用途・設置場所 

入居者の共同生活

に必要な共用備品 

     

     

     

     

     

     

支援員の宿泊又は

体験入居に必要な

寝具等の備品 

     

     

     

     

その他安全確保に

必要な備品 

（消防・防犯・防災・

バリアフリー化等） 

     

     

     

     

     

     

 

③ 借上初期費用の明細書 

区分 内容 金額 退去時の返還額 

    

    

    

  



様式第１０号（第８条関係） 

障害者グループホーム開設支援事業補助金確定通知書 

第     号 

年  月  日 

 

申請者           様 

 

島本町長             ㊞ 

 

     年  月  日付けで実績報告のあった島本町障害者グループホーム開設支援事

業補助金について、次のとおり補助金額を確定しましたので、島本町障害者グループホーム

開設支援事業補助金交付要綱第８条第２項の規定により通知します。 

対象グループホーム 
名 称  

所在地  

補助金交付決定額          円 

補助金交付確定額          円 

交 付 の 条 件  

  



様式第１１号（第８条関係） 

障害者グループホーム開設支援事業補助金交付請求書 

年  月  日 

 

島本町長 様 

所在地                   

請求者（設置主体） 名 称                   

代表者                 ㊞ 

 

     年  月  日付けで確定通知のあった島本町障害者グループホーム開設支援事

業補助金について、島本町障害者グループホーム開設支援事業補助金交付要綱第７条第３項

の規定により請求します。 

請 求 金 額 金        円 

 

 

補助金の振込先 

振 込 先 

金融機関 

銀行・信用金庫 

農協  ・  組合 

預 金 種 別 普通  ・  当座 

口 座 番 号  

支店 口 座 名 義 

（フリガナ） 

 

 

 

 

 


